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地域公共交通計画認定申請書  

 

 

 

 地域公共交通計画のうち、地域公共交通確保維持事業に係る計画を別紙のとおり定

めたので、関係書類を添えて申請します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本申請書に、記載すべき事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。  
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令和８年６月５日 

 

          （名称）和歌山市公共交通政策推進協議会           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

和歌山市においては、JR和歌山駅や南海和歌山市駅と大阪方面を結ぶJR阪和線や南海

電鉄南海本線を軸に、市域内に路線バスが公共交通ネットワークを形成している。総合

病院などの医療機関、大学、公共施設は市中心部に多く立地している。 

 

新幹線や空港など広域交通の拠点であり、大規模な商業施設や企業が多い大阪方面へ

のアクセスやJR和歌山駅や南海和歌山市駅から市中心部への移動は、通勤通学での利用

者に加えて、車を運転できない高齢者等の生活に必要不可欠な交通として路線バスが機

能している。 

また、鉄道駅やバス停へ結節する地域バス等が市郊外部から大阪方面や市内中心部へ

の支線の役割を果たしている。 

 

しかしながら、高低差などから地理的に路線バスが参入し難い地域や、少子高齢化や

車社会の進展等によりバス路線を維持できなくなってしまった地域など交通不便地域の

拡大が課題となっており、地域交通の導入が望まれている。 

 

こうした状況の下、地域住民が主体となって運営し、民間の交通事業者が運行、行政

が支援を行う官民連携型の地域交通として、平成２５年度に地域バス紀三井寺団地線

が、令和元年度に加太地区デマンド型乗合タクシーが本格運行を開始した。 

 

紀三井寺団地線の継続的な運行により、車を運転できない高齢者等の移動手段とし

て、地域バスが認知されはじめ、他の公共交通が不便な地域でも令和３年１１月から１

２月、令和４年１１月から令和５年２月、令和５年１２月から令和６年２月の間、地域

バスの実証運行を行った。 

 

実証運行中の利用者アンケートや利用実績の分析、住民の要望や課題を整理した結

果、令和５年１１月より有功地区と木本・西脇地区、令和６年１１月より川永・紀伊地

区において本格運行を実施している。 

 

本計画は、以上の経緯を踏まえ、交通不便地域における住民の外出機会を創出すると

ともに、既存の鉄道やバス路線、商業施設等に接続することで、地域公共交通や経済の

活性化を図っていく官民連携型の支線形成を目的としている。 
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２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

和歌山市は、平成３１年３月に「和歌山市地域公共交通網形成計画及び和歌山市都市・

地域総合交通戦略（以下、「地域交通計画」）」を策定、令和６年３月に改定を行い、持

続可能な公共交通ネットワークの構築に向けて総合的な交通施策を推進している。 

 

定性目標：基幹的公共交通軸へつながる交通手段の確保（Ｐ．７４） 

実施施策：官、民、地域連携によるネットワーク形成（Ｐ．８９） 

地域が主体となった持続可能な地域内交通の導入（Ｐ．９１） 

 

地域交通計画の目標や施策等を踏まえ、地域公共交通確保維持事業における定量的な

目標値を設定する。 

 

令和９年度目標値 利用者数 収支率 

木本・西脇線 ４，３９５ １０％以上 

有功線 ５，５４４ １０％以上 

合計 ９，９３９  

 

木本・西脇線及び有功線は令和５年１１月１日より本格運行を開始している。定時定路

線の乗合バスであるため、往路復路いずれかで２人以上が乗り合うよう１往復３人の

利用を目標値として補助対象期間の利用者数を設定している。 

 

また、持続可能な運行を確保するため、既に本格運行を開始している地域バス紀三井寺

団地線や川永・紀伊線（※補助対象外路線）の収支率を参考に収支率の目標値を設定し

ている。 

 

なお、今後の目標については利用実績に基づき、利用促進による改善を目指すものとす

る。 

 

（２）事業の効果 

 

  和歌山市地域内フィーダー系統確保維持計画の対象路線を維持することにより、交通

不便地域である木本、有功地区の日常生活に必要不可欠な移動手段を確保することがで

きる。また、病院や商業施設を経由し、鉄道など既存交通に接続することで、外出機会の

創出や地域公共交通や経済の活性化などの効果が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙（地域内フィーダー系統） 

5 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

２.で掲げた目標達成のため、官、民、地域で役割を分担し、連携しながら地域バスの 

持続的な運行を目指していく。 

 

運営協議会（地域） 

 

・運行計画の策定 

・住民への周知 

・利用実態調査 

・利用促進活動の実施 

・協賛、連携企業の募集 

 

和歌山市（官） 

 

・運営協議会（地域）が安定した地域バス運営をできるよう助言を行う 

・補助金など財政面での支援 

・運営協議会と連携した住民への周知、利用促進案の検討 

・既存交通と地域交通の連携調整 

 

国（官） 

 

・補助金など財政面での支援 

 

運行事業者（民） 

 

・運行実績の報告 

・安全なバス運行の実施 

・経費節減の提案 

・運営協議会と連携した利用促進活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（協力体制イメージ） 
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４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

表１を添付。 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る地域バス木本・西脇線、有功線に

ついて、その運行に係る費用総額１８，５７１，５８０円のうち、地域運営協議会への補

助金額については、和歌山市が負担し、運行経費から運賃収入、協賛金、寄付金、国庫補

助金を差し引いた金額とする。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 ・利用者数や収支について、数値指標によるモニタリング・評価を実施 

・住民ヒアリング（地域運営協議会開催等） 

  

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 
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１０．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

表５を添付。 

 

１１．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

※該当なし 

１２．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

 

（２）事業の効果 

※該当なし 

１３．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要す

る費用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営

方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

１４．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業におけ

る収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活

用した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

１５．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

１６．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 ※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

 

 

１７．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負

担額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 
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１８．協議会の開催状況と主な議論 

〇平成２８年７月２２日 

協議会設立 

〇平成３１年３月２６日 

和歌山市地域公共交通網形成計画及び和歌山市都市・地域総合交通戦略 

の原案について                             【承認】 

〇令和４年６月２日 

地域バス実証運行について                        【承認】 

〇令和５年４月２７日 

・令和４年度決算及び令和５年度予算案について              【承認】 

・地域バスの実証運行結果及び今後の計画について             【承認】 

・交通不便地域指定申請及び地域内フィーダー系統補助金について      【承認】 

・和歌山市地域公共交通計画及び和歌山市都市・地域総合交通戦略について  【承認】 

〇令和５年６月２９日 

・地域内フィーダー系統確保維持事業計画認定申請について         【承認】 

○令和６年３月１５日 

 ・地域内フィーダー系統確保維持事業計画変更認定申請について       【承認】 

○令和６年６月５日 

 ・地域内フィーダー系統確保維持事業計画認定申請について         【承認】 

○令和７年６月１１日 

 ・地域内フィーダー系統確保維持事業計画認定申請について         【承認】 

○令和８年３月１３日 

 ・地域内フィーダー系統確保維持事業計画変更認定申請について       【承認】 

○令和８年６月５日 

 ・地域内フィーダー系統確保維持事業計画認定申請について         【承認】 

１９．利用者等の意見の反映状況 

運営主体が地域住民からなる運営協議会であり、経由する商業施設や本数など利用者 

の意見に重点を置いた計画としている。 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所） 和歌山市七番丁２３番地      

（所 属） 和歌山市都市計画部交通政策課   

（氏 名） 主事 野﨑 斗真       

（電 話） ０７３－４３５－１０１６           
（e-mail） kotsuseisaku@city.wakayama.lg.jp    

  

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 

mailto:kotsuseisaku@city.wakayama.lg.jp
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と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「
循
環
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「利
便
増
進
特
例
措
置
」及
び
「運
送
継
続
特
例
措
置
」に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（
別
表
９
又
は
別
表
１
０
）
を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「
○
」
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「運
行
態
様
の
別
」に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
」「
利
便
増
進
特
例
措
置
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

9

R
10
年
度
に
つ
い
て
は
、
R
9年
度
事
業
か
ら
運
行
内
容
に
変
更
が
な
い
た
め
省
略

③

オ
ー
ク

ワ
六
十

谷
店

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

運
行
系
統

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（別
表
７
・別
表
９
・別
表
１
０
）

往
8
.4
ｋ
ｍ

復
8
.4
ｋ
ｍ

往
6
.6
ｋ
ｍ

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

2
9
3
日

1
4
6
5
回

路
線
定
期
運
行

②
（
2
）

八
幡
前
駅
で
南
海

加
太
線
と
接
続

③
路
線
定
期
運
行

②
（
2
）

六
十
谷
駅
で
J
R
阪

和
線
と
接
続

運 送 継 続 特 例 措 置

六
十

谷
駅

3
0
8
日

1
8
4
8
回

復
6
.6
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（申
請
番
号
）

系
統

キ
ロ
程

ユ
タ
カ
交
通
株
式

会
社

(1
)

木
本
・
西
脇
線

緑
ヶ

丘
八
幡

前
駅

八
幡

台

和
歌
山
市

(5
)

復
　
　
　
ｋ
ｍ

(2
)

有
功
線

や
ま

び
こ

公
園

(4
)

(3
)

和
歌
山
バ
ス
那
賀

株
式
会
社

回
日 日

回

日
回

往
　
　
　
ｋ
ｍ



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

10

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

和歌山市地域公共交通計画
平成31年3月

(令和6年3月改定)

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定年
月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

1,796 有功地区 局長指定

819 木本地区 局長指定

市区町村名 和歌山市

人　口

人口集中地区以外

交通不便地域等 2,615

人　口 対象地区 根拠法



運休日：日曜、祝日、12/29～1/3
R8年10月 R8年11月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 1
5 5 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

30
5

R8年12月 R9年1月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 1 2 3
5 5 5 5 5

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31
5 5 5 5 5 5 5

R9年2月 R9年3月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

29 30 31
5 5 5

R9年4月 R9年5月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 1 2
5 5 5 5

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
5 5 5 5 5 5 5 5 5

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

31
5

R9年6月 R9年7月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

28 29 30 26 27 28 29 30 31
5 5 5 5 5 5 5 5 5

R9年8月 R9年9月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 1 2 3 4 5
5 5 5 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

30 31
5 5

11月 23日 115.回

令和９年度事業 自治体名 和歌山市
系統番号
系統名 （１）木本・西脇線 合計 293日 1465.回

10月 26日 130.回

12月 24日 120.回

1月 23日 115.回

2月 22日 110.回

3月 26日 130.回

4月 25日 125.回

5月 23日 115.回

6月 26日 130.回

7月 26日 130.回

8月 25日 125.回

9月 24日 120.回



運休日：日曜、12/29～1/3
R8年10月 R8年11月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 1
6 6 6

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

30
6

R8年12月 R9年1月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 1 2 3
6 6 6 6 6

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31
6 6 6 6 6 6 6

R9年2月 R9年3月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

29 30 31
6 6 6

R9年4月 R9年5月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 1 2
6 6 6 6

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

31
6

R9年6月 R9年7月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
6 6 6 6 6 6 6 6

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

28 29 30 26 27 28 29 30 31
6 6 6 6 6 6 6 6 6

R9年8月 R9年9月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 1 2 3 4 5
6 6 6 6

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

30 31
6 6

11月 25日 150.回

令和９年度事業 自治体名 和歌山市
系統番号
系統名 （２）有功線 合計 308日 1848.回

10月 27日 162.回

12月 24日 144.回

1月 24日 144.回

2月 24日 144.回

3月 27日 162.回

4月 26日 156.回

5月 26日 156.回

6月 26日 156.回

7月 27日 162.回

8月 26日 156.回

9月 26日 156.回


